
議案第７４号  

 

市川漁港係留輸送施設工事請負変更契約について  

 

市川漁港係留輸送施設工事請負変更契約について、次のとおり仮契約を締結

したので、市議会の議決を求める。  

  令和２年２月１９日提出  

市川市長  村 越   祐 民  

 

記 

 

１ 工 事 名  市川漁港係留輸送施設工事  

２ 工 事 場 所  市川市塩浜１丁目３番地先  

３ 請負代金額  ６１１,２９５,３００円  

４ 契約相手方  千葉市中央区登戸１丁目２３番１６号  

みらい建設工業株式会社 千葉営業支店  

         支店長 岡本 新次  

５ 工 事 概 要   市川漁港係留輸送施設工事  

         物揚場 一式  

         駐車場 一式  

          



理  由  

 

  既定予算に基づく市川漁港係留輸送施設工事について、受注者との間に工

事請負変更仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）第２条の規定に

より提案するものである。  

 



議案第７４号の参考 

工 事 請 負 変 更 仮 契 約 書  

 

発注者市川市と受注者みらい建設工業株式会社とは、令和元年６月２１日付

で締結した市川漁港係留輸送施設工事請負契約（以下「原契約」という。）に

ついて、次のとおり変更する。  

なお、この工事請負変更仮契約書に定めなき事項は、原契約によるものとす

る。  

この契約は、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。た

だし、議会の可決が得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害

賠償の責を負わない。 

 

 （工事内容の変更） 

第１条 原契約で定める工事内容を別添工事設計書のとおり変更する。  

 

（請負代金の増額）  

第２条 前条に定める工事内容の変更に伴い、原契約第４項に定める請負代金

額「￥５８３ ,０００ ,０００  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

￥５３,０００,０００」を￥２８,２９５ ,３００ うち取引に係る消費税及

び地方消費税の額￥２,５７２,３００増額し、「￥６１１,２９５,３００う

ち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥５５,５７２,３００」に改める。  

 

（工期の延期）  

第３条 原契約で定める完成日を令和２年８月３１日まで延期する。  

 

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のう

え、各自１通を保有する。  

 

 

 



令和２年１月１４日  

 

             住所 市川市八幡１丁目１番１号 

      発 注  者     市川市 

 氏名 代表者 市長  村 越 祐  民   印  

 

             住所 千葉市中央区登戸１丁目２３番１６号  

      受 注  者     みらい建設工業株式会社  千葉営業支店  

             氏名 支店長     岡 本  新 次   印  
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変更箇所 

立 面 図 

根固石を掘削して撤去したと

ころ、地盤が当初の想定より

も深くなったため、鋼管杭に

電気防食を取り付けるもの 
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